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7
月
に
納
税
通
知
書
を

送
付
し
ま
す

　
7
月
は
、平
成
24
年
度
国
民
健
康
保
険（
国

保
）
税
の
第
1
期
の
納
期
で
す
。

　
国
保
税
納
税
義
務
者
に
納
税
通
知
書
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
平
成
24
年
度
か
ら
納
税
通
知
書
の

様
式
が
変
わ
り
ま
す
。

　
平
成
24
年
度
の
保
険
税
率
や
税
額
、
限
度

額
は
平
成
23
年
度
と
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

保
険
税
の
決
め
方

　
国
保
税
は
、
年
齢
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

●
40
歳
未
満
の
人

　
医
療
保
険
分
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
の

保
険
税
を
合
計
し
た
額
に
な
り
ま
す
。

●
40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人

　
医
療
保
険
分
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
に

加
え
て
介
護
保
険
分
の
保
険
税
を
合
計
し
た

額
に
な
り
ま
す
。

●
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
人

　
医
療
保
険
分
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
の

保
険
税
を
合
計
し
た
額
に
な
り
ま
す
。
介
護

保
険
分
は
、
介
護
保
険
料
と
し
て
国
保
税
と

は
別
に
納
付
し
ま
す
。

●
75
歳
以
上
の
人

　
国
保
か
ら
脱
退
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

※
国
保
税
の
計
算
方
法
は
表
1
を
参
照
。

納
め
方

　
国
保
税
は
、
普
通
徴
収
と
特
別
徴
収
の
ど

ち
ら
か
で
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ

ぞ
れ
対
象
と
な
る
人
は
表
2
の
と
お
り
で
す
。

　
特
別
徴
収
の
対
象
者
は
、
口
座
振
替
に
す

る
こ
と
で
特
別
徴
収
と
は
な
ら
ず
口
座
振
替

で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

口
座
振
替
を
希
望
す
る
人
は

7
月
末
ま
で
に
手
続
き
を

手
続
き
の
方
法

❶
金
融
機
関
な
ど
で
口
座
振
替
の
手
続
き
を

す
る
。

❷
町
役
場
へ
申
出
を
す
る
。

　
次
の
必
要
な
も
の
を
持
っ
て
住
民
保
険
課

国
保
医
療
・
年
金
係
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

◦
金
融
機
関
な
ど
で
受
け
取
っ
た
「
依
頼
書

の
本
人
控
」

◦
印
鑑

納
税
通
知
書
の
送
付
・
認
定
証
な
ど
の
更
新

住
民
保
険
課
国
保
医
療
・
年
金
係
☎
34
・
2
0
9
7

国
民
健
康
保
険
の
お
知
ら
せ

※介護保険分は 40 歳以上 65 歳未満の人に
ついてのみ算定します。

表 1 国民健康保険税の計算方法

年税額
医療保険分・後期高齢者支援金分・介護
保険分の合計（❶～❹の合計額が各限度
額を超えた場合は限度額）

❶～❹の
合計額

❶と❸の
合計額

❶～❹の
合計額

限度額 51 万円 14万円 12万円

内容
医療
保険分

後期高齢者
支援金分

介護保険分
※

❶所得割額
各被保険者の前年中の所得金
額からそれぞれ基礎控除とし
て 33万円を差し引いた合計額

× 税率 7.5% 2.3% 2.0%

❷資産割額
各被保険者の今年度固定資産
税のうち土地・家屋にかかる
部分の合計額

× 税率 16.0% ― 3.0%

❸均等割額 被保険者数 × 税額 27,000 円 10,800 円 8,000 円
❹平等割額 1 世帯当たりにかかる税額 25,000 円 ― 6,000 円

▶今年度から白色の封筒
で納税通知書を送付しま
すので、ご注意ください

636-0 ●●●
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表 2 国民健康保険税の納め方

所
得
の
申
告
は
お
済
み
で
す
か
？

　
国
保
税
は
、
納
税
義
務
者
で
あ
る
世
帯
主

と
被
保
険
者
全
員
の
前
年
の
所
得
が
把
握
で

き
な
け
れ
ば
、
正
し
い
算
定
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
低
所
得
世
帯
に
対
す
る
軽
減
や
高

額
療
養
費
の
区
分
な
ど
の
判
定
を
行
う
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

　
平
成
23
年
中
に
所
得
が
な
か
っ
た
人
や
遺

族
年
金
・
障
害
年
金
だ
け
を
受
給
し
て
い
た

人
も「
所
得
が
な
い
」旨
の
申
告
が
必
要
で
す
。

　
所
得
が
不
明
な
人
に
「
国
民
健
康
保
険
税

申
告
書
」
を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
提
出

が
ま
だ
の
人
は
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

国
保
か
ら
他
の
保
険
制
度
に
変

わ
っ
た
場
合
は
届
出
が
必
要
で
す

　
国
保
に
加
入
し
て
い
た
人
が
、
就
職
な
ど

で
他
の
保
険
制
度（
健
康
保
険
な
ど
）に
入
っ

た
と
き
は
必
ず
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
届
出
を
し
な
い
と
国
保
税
が
か
か
り
続
け

る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

届
出
先
　
住
民
保
険
課
国
保
医
療
・
年
金
係

届
出
に
必
要
な
も
の

◦
被
用
者
保
険
の
被
保
険
者
証

◦
国
保
の
被
保
険
者
証

◦
印
鑑

❶国保の被保険者全員が 65 歳以上 75 歳未満で、世
帯主は国保被保険者である。
❷国保上の世帯主の年金額が年額 18万円以上である。
❸国保税と介護保険料との合計金額が、年金受給額の
2分の 1を超えない。

❶～❸の条件を
すべて満たす
世帯主ですか？

年金からの天引き
特別
徴収

納付書または
口座振替

普通
徴収

　下記の国保の認定証は毎年 8月に所得に応じて区分
を判定するため、有効期限が 7月 31日となっています。
　8月以降も認定証が必要な場合は、７月下旬以降更新
にお越しください。なお 8月中に申請すれば 8月 1日
から有効の認定証を交付できます。（所得が確定できな
いときは、所得証明書などが必要な場合があります）

8 月更新の認定証
　○限度額適用認定証
　○標準負担額減額認定証
　○限度額適用・標準負担額減額認定証
　※国保税を滞納していると、認定証は交付できません。
更新に必要なもの
◦被保険者証　◦印鑑

　70 歳以上 75 歳未満の国保被保険者がお使いの高齢
受給者証は、毎年 8月に定期更新となります。8月以降
の受給者証を 7月下旬に送付しますので、医療機関に
かかる際は被保険者証とともに必ず提示してください。

月 4 月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

普通
徴収

平成 23年度から引き続き
普通徴収が続く場合

納付書または口座振替
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

平成 24年度から
普通徴収になった場合

年金から天引き（仮徴収） 仮徴収との差額を納付書で納付
3期 4期 5期 6期 7期 8期

特別
徴収

平成 23年度から引き続き
特別徴収が続く場合

年金から天引き（仮徴収） 年金から天引き（本徴収）

平成 24年度から
特別徴収になった場合

納付書で納付 年金から天引き（本徴収）
1期 2期 3期

は い

いいえ

国保の認定証は 8月更新です
7月下旬から住民保険課国保医療・年金係で手続きを

高齢受給者証の定期更新
7月下旬に送付します

9 月から納付書で
納めていただくこ
とになります。

10月の年金から
特別徴収が
始まります。

どのような納め方になるか、
簡単にチェックしてみましょう。

■は保険税の納付月です。

入院や外来時の一医療機関
ごとの 1 ヵ月の自己負担
の上限や食事代の減額を示
す認定証


